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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録装置であって、
　記録媒体に情報を記録する記録部と、
　前記情報が記録された前記記録媒体が排出される排出部が配置される正面に対して反対
側となる背面に形成され、前記記録媒体を差し込み可能な手差し用開口部と、
　前記手差し用開口部に差し込み可能な前記記録媒体をガイドする手差し用トレイと、
　前記手差し用開口部から差し込まれた前記記録媒体を記録部に導くガイド機構と、
　を備え、
　前記手差し用トレイは、鉛直方向に沿って起立した起立位置と、前記記録媒体を装填可
能な装填可能位置とに移動可能であり、前記装填可能位置では前記手差し用トレイを延長
して引き出すことができ、
　前記起立位置および前記装填可能位置における前記手差し用トレイを最も延長して引き
出した際の最上部は、前記記録装置の外観における最上面よりも低く、
　前記記録媒体を第１媒体とし、前記第１媒体とは異なる第２媒体を載置する載置部と、
　前記載置部から給送される前記第２媒体を反転する中間ローラーと、
　前記中間ローラーにより反転された前記第２媒体を前記記録部に搬送する搬送ローラー
と、
　前記手差し用トレイに設けられ、前記起立位置と前記装填可能位置とを回動可能に移動
するための支点と、をさらに備え、
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　前記支点は、上面視した際に、前記中間ローラーと重なる位置に設けられている
ことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　前記第１媒体は、前記ガイド機構によって前記中間ローラーと前記搬送ローラーとの間
の経路に合流する
　ことを特徴とする請求項１記載の記録装置。
【請求項３】
　原稿に記録された情報を読み取るスキャナーを前記記録装置の上面に備え、
　前記起立位置および前記装填可能位置における前記手差し用トレイを最も延長して引き
出した際の最上部は、前記スキャナーの外観における最上面よりも低い
　ことを特徴とする請求項１または２のいずれか一項に記載の記録装置。
【請求項４】
　記録装置であって、
　記録媒体に情報を記録する記録部と、
　前記情報が記録された前記記録媒体が排出される排出部が配置される正面に対して反対
側となる背面に形成され、前記記録媒体を差し込み可能な手差し用開口部と、
　前記手差し用開口部に差し込み可能な前記記録媒体をガイドする手差し用トレイと、
　前記手差し用開口部から差し込まれた前記記録媒体を記録部に導くガイド機構と、
　を備え、
　前記手差し用トレイは、鉛直方向に沿って起立した起立位置と、前記記録媒体を装填可
能な装填可能位置とに移動可能であり、前記手差し用開口部側に配置される第１トレイと
、前記第１トレイの前記手差し用開口部から離れる方向の先端部に回転可能に支持され収
納位置と使用位置とに回転可能な第２トレイとを有し、
　前記起立位置に配置された状態の前記手差し用トレイの最上部と、前記装填可能位置に
配置されると共に前記第２トレイが前記使用位置に配置された状態の前記手差し用トレイ
の最上部とは、前記記録装置の外観における最上面よりも低く、
　前記記録媒体を第１媒体とし、前記第１媒体とは異なる第２媒体を載置する載置部と、
　前記載置部から給送される前記第２媒体を反転する中間ローラーと、
　前記中間ローラーにより反転された前記第２媒体を前記記録部に搬送する搬送ローラー
と、
　前記手差し用トレイに設けられ、前記起立位置と前記装填可能位置とを回動可能に移動
するための支点は、上面視した際に、前記中間ローラーと重なる位置に設けられている
ことを特徴とする記録装置。
【請求項５】
　前記第１媒体は、前記ガイド機構によって前記中間ローラーと前記搬送ローラーとの間
の経路に合流する
　ことを特徴とする請求項４記載の記録装置。
【請求項６】
　原稿に記録された情報を読み取るスキャナーを前記記録装置の上面に備え、
　前記起立位置および前記装填可能位置に配置されると共に前記第２トレイが前記使用位
置に配置された状態の前記手差し用トレイの最上部は、前記スキャナーの外観における最
上面よりも低い
　ことを特徴とする請求項４または５のいずれか一項に記載の記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　記録装置の中には、記録装置の背面に手差し用トレイが配置されるものがある。このよ
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うな記録装置においては、手差し用トレイが装置の上側に突出すると装置の設置スペース
が大きくなるという問題がある。かかる問題を解決するため、特許文献１には、手差し用
トレイが使用状態にない起立した姿勢にあるときには、手差し用トレイの最上位置が記録
装置の最上位置よりも低い位置になるように構成される記録装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－４６４９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、記録装置には、起立姿勢から後方に回転された使用状態にある手差し用
トレイを、セットされる記録用紙の大きさに応じて後方に延長することができる構成のも
のがある。このような構成の記録装置においては、手差し用トレイが後方に延長されたと
きに、延長された手差し用トレイの最上位置が記録装置の最上位置を超えてしまうことが
ある。そのため、手差し用トレイの使用時の手差し用トレイの最上位置を見越して記録装
置の設置スペースを確保する必要があり、記録装置の設置場所が限られてしまうという問
題がある。また、手差し用トレイを延長したまま、記録装置を装填可能状態にすることも
ある。その際に、手差し用トレイが記録装置の上面から突出すると、スペースを多く取り
、邪魔になることがあるという問題がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、設定場所の制限を少なくすることができる記録装置を提供すること
を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、記録装置であって、　記録媒体に情報を記録する記録部と
、
情報が記録された記録媒体が排出される排出部が配置される正面に対して反対側となる背
面に形成され、記録媒体を差し込み可能な手差し用開口部と、手差し用開口部に差し込み
可能な記録媒体をガイドする手差し用トレイと、手差し用開口部から差し込まれた記録媒
体を記録部に導くガイド機構とを備え、手差し用トレイは、鉛直方向に沿って起立した起
立位置と、記録媒体を装填可能な装填可能位置とに移動可能であり、装填位置では手差し
用トレイを延長して引き出すことができ、起立位置および装填可能位置における手差し用
トレイを最も延長して引き出した際の最上位置は、記録装置の最上位置よりも低いことと
する。
【０００７】
　記録装置をこのように構成することで、記録装置が手差し用トレイに記録用紙を装填可
能な状態にあるときを含めて、記録装置の配置スペースを小さくすることができ、記録装
置の配置場所の制限を少なくすることができる。
　また、上述の発明に加えて、本発明の記録装置は、前記記録媒体を第１媒体とし、前記
第１媒体とは異なる第２媒体を載置する載置部と、　前記載置部から給送される前記第２
媒体を反転する中間ローラーと、前記中間ローラーにより反転された前記第２媒体を前記
記録部に搬送する搬送ローラーと、前記手差し用トレイに設けられ、前記起立位置と前記
装填可能位置とを回動可能に移動するための支点と、を備え、前記支点は、上面視した際
に、前記中間ローラーと重なる位置に設けられていることが好ましい。
　また、上述の発明に加えて、本発明の記録装置は、前記第１媒体は、前記ガイド機構に
よって前記中間ローラーと前記搬送ローラーとの間の経路に合流することが好ましい。
　また、上述の発明に加えて、本発明の記録装置は、原稿に記録された情報を読み取るス
キャナーを前記記録装置の上面に備え、前記起立位置および前記装填可能位置における前
記手差し用トレイを最も延長して引き出した際の最上位置は、前記スキャナーの最上位位
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置よりも低いことが好ましい。
【０００８】
　また、上述の発明に加えて、手差し用トレイは、トレイ基板と、トレイ基板の後方側に
おいてトレイ基板に対して前後に移動可能な前後移動トレイ板と、前後移動トレイ板の左
右側において前後移動トレイ板に対して左右に移動可能な左右移動トレイ板とを有するこ
とが好ましい。
【０００９】
　記録装置をこのように構成することで、前後移動トレイ板に対して左右に移動可能な左
右移動トレイ板を備えることで、前後移動トレイ板の左右の外側においても記録用紙を支
持することができる。このため、前後移動トレイ板を後方に移動させて支持する必要があ
る大判の記録用紙の支持を前後移動トレイ板に加えて、その左右の外側においても行うこ
とができ、手差し用トレイから前方に向かって搬送される記録用紙の斜行を抑えることが
できる。
【００１０】
　また、上述の発明に加えて、手差し用トレイは、前後移動トレイ板のトレイ基板に対す
る移動位置に対応した位置に左右移動トレイ板を移動させる移動機構を備えることが好ま
しい。
【００１１】
　記録装置をこのように構成することで、手差し用トレイに移動機構を備え、前後移動ト
レイ板の移動を左右移動トレイ板の移動に連動させる構成とすることで、左右移動トレイ
板の移動を簡便な操作で行うことができる。
【００１２】
　また、上述の発明に加えて、移動機構は、前後方向にギア部が配列され、前後移動トレ
イ板の前後方向の移動に対して移動しないように記録装置の側に固定される第１ラックギ
アと、前後移動トレイ板に備えられ、第１ラックギアに噛み合う第１ピニオンギアと、第
１ピニオンギアよりも後方の位置に配置され、前後移動トレイ板に備えられる第２ピニオ
ンギアと、この第２ピニオンギアに第１ピニオンギアの回転を伝達する伝達手段と、第２
ピニオンギアに噛み合うと共に、左右移動ガイド板に備えられ、ギア部が左右方向に配置
される第２ラックギアとを有することが好ましい。
【００１３】
　記録装置をこのように構成することで、シンプルな機構により、前後移動トレイ板の移
動と左右移動トレイ板の移動を連動させる構成とすることができ、たとえば、モーター等
の電力機器を用いる場合に比べて、消費電力や部品コストの抑制を行うことができる。
【００１４】
　また、上述の発明に加えて、前後移動トレイ板の左右方向の幅は、トレイ基板の左右方
向の幅よりも狭く、前後移動トレイ板は、前後移動トレイ板の移動範囲の前端に移動させ
られたときに、前後移動トレイ板の後端部がトレイ基板の後端部から突出しない収納位置
に移動され、左右移動トレイ板の左右方向の幅および移動機構の左右移動トレイ板の移動
量は、前後移動トレイ板が収納位置に移動したとき、左右移動トレイ板が前後移動トレイ
板の左右の端部から突出しないように設定されていることが好ましい。
【００１５】
　記録装置をこのように構成することで、手差し用トレイを起立位置に配置したときに、
手差し用トレイの最上位置を低く抑えることができる。
【００１６】
　上記課題を解決するために、記録装置であって、　記録媒体に情報を記録する記録部と
、
情報が記録された記録媒体が排出される排出部が配置される正面に対して反対側となる背
面に形成され、記録媒体を差し込み可能な手差し用開口部と、手差し用開口部に差し込み
可能な記録媒体をガイドする手差し用トレイと、手差し用開口部から差し込まれた記録媒
体を記録部に導くガイド機構とを備え、手差し用トレイは、鉛直方向に沿って起立した起
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立位置と、記録媒体を装填可能な装填可能位置とに移動可能であり、手差し用開口部側に
配置される第１トレイと、第１トレイの手差し用開口部から離れる方向の先端部に回転可
能に支持され、収納位置と使用位置とに回転可能な第２トレイとを有し、起立位置に配置
された状態の手差し用トレイの最上位置と、装填可能位置に配置されると共に第２トレイ
が使用位置に配置された状態の手差し用トレイの最上位置とは、記録装置の最上位置より
も低いこととする。
【００１７】
　記録装置をこのように構成することで、記録装置が手差し用トレイに記録用紙を装填可
能な状態にあるときを含めて、記録装置の配置スペースを小さくすることができ、記録装
置の配置場所の制限を少なくすることができる。
　また、上述の発明に加えて、本発明の記録装置は、前記記録媒体を第１媒体とし、前記
第１媒体とは異なる第２媒体を載置する載置部と、前記載置部から給送される前記第２媒
体を反転する中間ローラーと、前記中間ローラーにより反転された前記第２媒体を前記記
録部に搬送する搬送ローラーと、前記手差し用トレイに設けられ、前記起立位置と前記装
填可能位置とを回動可能に移動するための支点は、上面視した際に、前記中間ローラーと
重なる位置に設けられていることが好ましい
　また、上述の発明に加えて、本発明の記録装置は、前記第１媒体は、前記ガイド機構に
よって前記中間ローラーと前記搬送ローラーとの間の経路に合流することが好ましい。
　また、上述の発明に加えて、本発明の記録装置は、　前記起立位置および前記装填可能
位置に配置されると共に前記第２トレイが前記使用位置に配置された状態の前記手差し用
トレイの最上位置は、前記スキャナーの最上位位置よりも低いことが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】手差し用トレイが起立位置に配置されているときの記録装置の右側面図である。
【図２】図１に示す記録装置の斜視図である。
【図３】手差し用トレイが短縮状態で装填可能位置に配置されているときの記録装置の右
側面図である。
【図４】図３に示す記録装置の斜視図である。
【図５】装填可能位置に配置された手差し用トレイが延長状態とされているときの記録装
置の右側面図である。
【図６】図５に示す記録装置の斜視図である。
【図７】図３に示す記録装置の内部の搬送経路を示す側断面図である。
【図８】図５に示す記録装置の内部の搬送経路を示す側断面図である。
【図９】図１に示す記録装置の内部の搬送経路を示す側断面図である。
【図１０】短縮状態の手差し用トレイを示す斜視図である。
【図１１】延長状態の手差し用トレイを示す斜視図である。
【図１２】図１０示す切断線Ａ－Ａにおける手差し用トレイの概略の断面構成を示す。
【図１３】ピニオンギアの構成を示す図である。
【図１４】記録装置の他の構成を示し、手差し用トレイが起立位置に配置されている状態
を示す図である。
【図１５】図１４に示す記録装置の手差し用トレイが装填可能位置に配置されている状態
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の一実施の形態に係る記録装置１について、図面を参照しながら説明する
。
【００２０】
（記録装置１の全体構成）
　以下の説明において、図１～６に示すＸ１方向を記録装置１の前方（前側／正面側）、
Ｘ２方向を後方（後側／背面側）、Ｙ１方向を記録装置１の左方（左側）、Ｙ２方向を右
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方（右側）、Ｚ１方向を記録装置１の上方（上側）、Ｚ２方向を下方（下側）として説明
する。図１～６に示すように、手差し用トレイ２は伸縮可能であり、また、手差し用トレ
イ２の前端側に設けられる支点（図７～９に示す回転軸４７）を中心に前後に回転可能で
ある。なお、手差し用トレイ２自身については、手差し用トレイ２上に載置された記録用
紙Ｐが搬送される方向の進行方向を前方、その反対方向を後方として説明する。
【００２１】
　図１は、手差し用トレイ２が、最も短縮された状態（以下、短縮状態と記載する。）で
、起立した姿勢とされた起立位置に配置されているときの記録装置１を右方から見た側面
図である。図２は、図１に示す記録装置１を右側上方から見た斜視図である。図３は、図
１に示す起立位置Ａに配置された手差し用トレイ２が後方に所定角度回転され、記録媒体
としての記録用紙Ｐ（図７参照）を装填可能な装填可能位置Ｂに配置された記録装置１を
右方から見た側面図である。図４は、図３に示す記録装置１を右側上方から見た斜視図で
ある。図５は、図３に示す短縮状態の手差し用トレイ２が、記録用紙Ｐの搬送方向後方に
最も長く延長された状態（以下、延長状態と記載する。）とされた記録装置１を右方から
見た側面図である。図６は、図５に示す記録装置１を右側上方から見た斜視図である。
【００２２】
　記録装置１は、原稿に記録された情報である画像や文字等（以下、文字等と記載する。
）を読み取るスキャナー機構部３と、記録用紙Ｐ（図７，８参照）に情報として文字等を
記録する記録機構部４とを備える、いわゆる複合機として構成されている。スキャナー機
構部３は、原稿台（図示省略）に載置された（置かれた）原稿に対して下方から光を当て
て原稿に記載された文字等を読み取ることができる、いわゆるフラットベッドスキャナの
機能を有する。また、スキャナー機構部３は、搬送される原稿の文字等を読み取ることが
できる、いわゆるシートフィードスキャナの機能をも有する。
【００２３】
（スキャナー機構部３の構成について）
　スキャナー機構部３は、原稿台（図示省略）および原稿台カバー５を有する。原稿台カ
バー５は、記録装置１の背面側において、記録装置１に対して軸支され、この軸支部分（
図示省略）を回転中心として、矢印Ｃ（図１，３，５参照）に示す方向（上下方向）に回
転することができる。原稿台は、図１，２に示すように矢印Ｃに示す下方に回転され閉じ
られた状態の原稿台カバー５の下側に配置されている。したがって、原稿台カバー５を矢
印Ｃの上方に回転させると原稿台が露出し、原稿台に原稿を載置することができる。原稿
台に原稿を載置した後、原稿台カバー５を矢印Ｃの下方に回転させ、原稿台カバー５によ
り原稿台の上面を覆い、読み取り部に外光が入らないようにした状態で原稿の読み取りが
行われる。
【００２４】
　原稿台カバー５の原稿搬送読取部６の内部には、原稿を自動で搬送することができるオ
ートシードフィーダー（図示省略）と、オートシードフィーダーにより搬送される原稿の
文字等の読み取りを行う原稿読取部（図示省略）が備えられている。原稿挿入口８から原
稿を挿入すると、オートシードフィーダー（図示省略）により原稿が原稿読取部に対して
移動させられ、原稿読取部により文字等の読み取りが行われる。原稿読取部を通過し文字
等の読み取りが行われた原稿は、排出口７から原稿台カバー５上に排出される。
【００２５】
（記録機構部４の構成について）
　スキャナー機構部３の下方には、記録機構部４が備えられている。なお、本実施の形態
における記録機構部４は、たとえば、インクジェット式のプリンターとして構成されるが
、レーザープリンター、インパクトプリンター等、インクジェット式のプリンター以外の
プリンターにより構成することができる。また、インクジェット式のプリンターとしては
、ピエゾ方式、あるいはバブルジェット（登録商標）方式等の各種の噴射方法を用いるこ
とができる。
【００２６】
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　図７～９は、記録機構部４のうち、記録媒体としての記録用紙Ｐを搬送する経路を示す
側断面図である。図７は、手差し用トレイ２が短縮状態であり、図８は、手差し用トレイ
２が延長状態である。図９は、手差し用トレイ２が起立位置Ａに配置されている。なお、
図７～９においては、記録用紙Ｐの搬送経路上に配置されるローラーを図示するものの、
それらは記録装置１の幅方向（Ｙ方向）において、同じ位置に存在するとは限らない。
【００２７】
（フロント給紙機構９の構成について）
　記録機構部４は、フロント給紙機構９を備えており、そのフロント給紙機構９から記録
用紙Ｐを、記録部としての記録ヘッド１０に向けて搬送する。そして、記録機構部４は、
記録ヘッド１０により記録が行われた記録用紙Ｐを下流側に排出する。フロント給紙機構
９は、用紙カセット１１と、ピックアップローラー１２とを備えている。用紙カセット１
１は、その内部に複数枚の記録用紙Ｐを積層した状態で収容可能となっている。ピックア
ップローラー１２は、不図示のモーターによって回転駆動される。このピックアップロー
ラー１２は、アーム部材１３に取り付けられている。アーム部材１３は、揺動軸１４を中
心に揺動可能に設けられている。ピックアップローラー１２は、用紙カセット１１に収容
されている記録用紙Ｐと接して回転することにより、最上位に位置している記録用紙Ｐを
、用紙カセット１１から後述する分離部材１５に向けて送り出す。
【００２８】
　また、記録機構部４のうち、用紙カセット１１よりも背面側かつ上方側には、分離部材
１５が設けられている。分離部材１５には、ピックアップローラー１２によって送り出さ
れた最上位の記録用紙Ｐの先端が当接する。分離部材１５に先端が当接した記録用紙Ｐは
、分離部材１５にガイドされて背面側かつ上方側に進行させる。そして、この当接によっ
て、最上位の記録用紙Ｐと、次位以降の記録用紙Ｐとが分離される。
【００２９】
　また、フロント給紙機構９によって供給される記録用紙Ｐは、ガイドローラーユニット
１６に送られる。ガイドローラーユニット１６は、中間ローラー１８と、２つのアシスト
ローラ１７，１９とを備えている。そして、アシストローラー１７，１９は、中間ローラ
ー１８によって従動回転させられつつも、当該中間ローラー１８との間で記録用紙Ｐを挟
み込んで、記録用紙Ｐを搬送方向の下流側にガイドする。
【００３０】
　また、ガイドローラーユニット１６よりも、記録用紙Ｐの搬送方向における下流側には
、用紙搬送機構２０と、用紙排出機構２１とが設けられている。用紙搬送機構２０は、図
示を省略する搬送モーターと、搬送駆動ローラー２２と、搬送支持部材２３と、搬送従動
ローラー２４とを備えている。搬送駆動ローラー２２は、搬送モーター（図示省略）によ
って駆動させられる。また、搬送従動ローラー２４は、搬送支持部材２３によって軸支さ
れつつ搬送駆動ローラー２２に圧接され、その搬送駆動ローラー２２により搬送従動ロー
ラー２４は従動回転させられる。このような構成により、記録用紙Ｐは、記録ヘッド１０
側に搬送される。
【００３１】
　なお、搬送駆動ローラー２２の駆動は、搬送モーター（図示省略）に換えて、たとえば
たとえばソレノイド等の直線運動を行うアクチュエーターと直線運動を回転運動へと変換
する機構の組み合わせ、手動によって搬送駆動ローラー２２を回転させる機構等を用いて
も良い。また、搬送駆動ローラー２２と搬送従動ローラー２４とは、記録用紙Ｐを載置し
つつも移動するベルト等を用いても良い。
【００３２】
　また、用紙搬送機構２０より上流側、すなわち後方側に配置される搬送支持部材２３に
は、紙端検出センサー２５が設けられる。紙端検出センサー２５は、記録用紙Ｐの先端及
び後端の位置を検出可能とするものである。
【００３３】
　また、用紙搬送機構２０よりも記録用紙Ｐの搬送方向における下流側には、記録用紙Ｐ
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の上方側に記録ヘッド１０が位置可能となっている。記録ヘッド１０は、キャリッジ２６
の下方に取り付けられている。キャリッジ２６は、記録機構部４の幅方向（主走査方向；
Ｙ１－Ｙ２方向）に延伸するキャリッジ軸２７にガイドされて、図示を省略するキャリッ
ジモーターの駆動により主走査方向に往復動させられる。なお、キャリッジ２６には、例
えば、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラック（Ｋ）の各色のインク
を貯留するカートリッジ２８が搭載されていて、このカートリッジ２８から記録ヘッド１
０にインクが供給されて、記録ヘッド１０からインクを噴射可能となっている。
【００３４】
　記録ヘッド１０よりも記録用紙Ｐの搬送方向における下流側には、用紙排出機構２１が
設けられている。用紙排出機構２１は、排出駆動ローラー２９と、排出従動ローラー３０
とを備えており、不図示の駆動モーターの駆動によって排出駆動ローラー２９が回転駆動
させられる。排出従動ローラー３０は排出駆動ローラー２９に圧接され、排出駆動ローラ
ー２９の回転に対して従動回転させられる。なお、用紙排出機構２１をさらに下流側に搬
送される記録用紙Ｐは、不図示の用紙受け部へと排出される。
【００３５】
　なお、本実施の形態における記録機構部４は、両面印刷に対応したものとなっている。
この点を図１に基づいて説明すると、中間ローラー１８よりも正面側には用紙ガイド部材
３１が設けられている。用紙ガイド部材３１は、中間ローラー１８の上下方向（Ｚ方向）
における所定の高さ位置から正面側に向かうにつれて下方に進行するような搬送面３２を
有している。なお、この搬送面３２は、フロント搬送経路３３を構成している。
【００３６】
　一方、用紙ガイド部材３１よりも下方側には、フレーム部材３４が設けられている。フ
レーム部材３４は、用紙ガイド部材３１に対して、記録用紙Ｐが通過することが十分に可
能な隙間を有して設けられている。そして、このフレーム部材３４の背面側の端部は、中
間ローラー１８の下端の近傍まで延伸されている。また、フレーム部材３４には、回り込
み部材３５が対向して設けられている。上述のフレーム部材３４の上面と、回り込み部材
３５の上面は、記録用紙Ｐを正面側から背面側へと送り込む反転用搬送経路３６を構成し
ていて、この反転用搬送経路３６によってガイドされた記録用紙Ｐは、中間ローラー１８
とアシストローラー１７との対向部位へと送り込まれる。
【００３７】
　ここで、フロント搬送経路３３により記録用紙Ｐが記録ヘッド１０の下方位置まで搬送
され、記録用紙Ｐへの記録（印刷）が行われた後に、その記録用紙Ｐが後方に戻されると
、その記録用紙Ｐは、反転用搬送経路３６を進行するように構成されている。そして、記
録用紙Ｐが反転用搬送経路３６を進行した後に、ガイドローラーユニット１６を通過する
ことにより、記録用紙Ｐの表裏は、最初にガイドローラーユニット１６を通過したときと
反転した状態となる。以上のように反転させられた記録用紙Ｐが、フロント搬送経路３３
を経て再び記録ヘッド１０の下方へと搬送されることにより、記録用紙Ｐへの両面印刷が
実行される。
【００３８】
（手差し給紙機構３８の構成について）
　次に、図７，８を参照して、記録装置１の背面側に設けられる手差し用開口部３７から
、ユーザーにより記録機構部４の内部に差し込まれた記録用紙Ｐを、記録ヘッド１０に向
けて導く（ガイドする）機構である手差し給紙機構３８について説明する。手差し給紙機
構３８は、手差しガイド機構３９および手差し用トレイ２を有する。手差しガイド機構３
９は、手差し用開口部３７から、手差しによって記録機構部４の内部に差し込まれた記録
用紙Ｐを記録ヘッド１０に向けてガイドする機構である。手差し用トレイ２は、ユーザー
が記録用紙Ｐを手差し用開口部３７に差し込む際に、手差し用開口部３７に差し込み易く
するために記録用紙Ｐをガイドする。また、手差し用トレイ２は、手差しガイド機構３９
に差し込みきれず後方にはみ出してしまった記録用紙Ｐを下側から支持することで、記録
用紙Ｐが下方に垂れ下がり折れ目がついてしまったり、垂れ下がった部分の重量により、
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手差しガイド機構３９から後方に抜け落ちてしまうことを防止する。
【００３９】
（手差しガイド機構３９の構成）
　手差しガイド機構３９は、上方ガイド部材４０と、記録用紙Ｐの下側の面をガイドする
下側ガイド部材４１を有している。下側ガイド部材４１は、上述の中間ローラー１８の上
方に位置していて、背面側から正面側に向かうにつれて上方から下方に向かうような傾斜
部４２を有している。
【００４０】
　また、下側ガイド部材４１の上方側の端部４３には、手差し用トレイ２を構成するトレ
イ基板４４の正面側の端部（当接端部４５）が当接可能に設けられている。当接端部４５
の上部が下側ガイド部材４１の端部４３に当接している状態では、トレイ基板４４のガイ
ド面４６と、下側ガイド部材４１の傾斜部４２とが連なって、ガイド面４６の傾斜角度と
、傾斜部４２の傾斜角度が同程度となり、記録用紙Ｐをスムーズに手差し用開口部３７内
に挿入することができる。
【００４１】
　なお、トレイ基板４４の前端部（記録用紙Ｐの搬送方向前方の端部）の側方には、回転
軸４７が設けられている。この回転軸４７は、図示を省略する側方支持部によって回転可
能に設けられている。したがって、手差し用トレイ２は、トレイ基板４４と共に回転軸４
７を中心として回転することができる。記録装置１は、手差し用トレイ２が前方に回転さ
れたときに、図９に示すように起立位置Ａに保持されるように構成されている。図９に示
す起立位置Ａは、手差し用トレイ２のガイド面４６が鉛直方向よりもやや前方に傾斜した
位置である。記録装置１は、手差し用トレイ２が起立位置Ａに配置されるまで回転された
ときに、それ以上前方に回転しないように、手差し用トレイ２の回転を規制するために、
図示を省略する回転ストッパ等が備えられている。
【００４２】
　図９に示す手差し用トレイ２の起立位置Ａは、手差し用トレイ２の重心が回転軸４７よ
りもやや前方に位置している位置である。手差し用トレイ２が回転ストッパ（図示省略）
により回転が規制されるまで回転させたときに、手差し用トレイ２の重心が回転軸４７よ
りもやや前方に位置する構成とすることで、手差し用トレイ２は、回転ストッパ（図示省
略）に支持された（寄り掛かった）状態となる。そのため、回転ストッパ（図示省略）に
より回転が規制されるまで回転させた手差し用トレイ２は起立位置Ａに保持される。手差
し用トレイ２が、図９に示す起立位置Ａに配置された状態にあるときには、手差し用開口
部３７は、手差し用トレイ２により塞がれ、手差し用開口部３７から記録用紙Ｐを手差し
ガイド機構３９に差し込むことはできない。
【００４３】
　また、手差し用トレイ２の側方側には、記録用紙Ｐの搬送時の斜行を抑えると共に、記
録用紙Ｐを手差し用トレイ２の左右方向の中央に配置するためのサポート部材４８が設け
られている。サポート部材４８は、左右一対設けられていて、ガイド面４６の幅方向にお
いて互いに近接、または互いに離間するように、手差し用トレイ２の左右方向の中央に対
して対称な位置関係で移動可能に設けられている。
【００４４】
　また、手差し用開口部３７の上側には、開閉カバー４９が備えられている。開閉カバー
４９は、下側ガイド部材４１および手差し用トレイ２の上方側に位置すると共に、下側ガ
イド部材４１および手差し用トレイ２に対して間隔を有するように配置されている。この
開閉カバー４９の側方には、回転軸５０が設けられている。回転軸５０は、図示を省略す
る支持部によって回転可能に支持されている。したがって、開閉カバー４９は、回転軸５
０を中心として前後方向に回転可能とされている。この開閉カバー４９は、記録装置１の
内部への異物の入り込みを防止するものである。手差し用トレイ２が前方に回転されると
、開閉カバー４９は手差し用トレイ２に押されて前方に回転する。そして、手差し用トレ
イ２が起立位置Ａに配置されているときは、開閉カバー４９も起立した位置に配置される
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。
【００４５】
　次に、手差し用開口部３７から手差しガイド機構３９内に差し込まれた記録用紙Ｐに対
する手差しガイド機構３９のガイドについて説明する。手差し用開口部３７から記録機構
部４内に差し込まれた記録用紙Ｐの先端側が、傾斜部４２よりも前方に位置させられると
、記録用紙Ｐは、内部空間ＩＳへと導かれる。内部空間ＩＳは、記録用紙Ｐのうち傾斜部
４２の前側の端部よりも前方に飛び出した部分が自重によって垂れ下がるのを許容する空
間部分である。この内部空間ＩＳの下方側には、上述した用紙ガイド部材３１が位置して
いる。この用紙ガイド部材３１に未だ到達していない記録用紙Ｐが、さらに記録装置１の
内部に送り込まれて垂れ下がることにより、記録用紙Ｐの搬送方向における先端側は用紙
ガイド部材３１に到達する。なお、本実施の形態では、用紙ガイド部材３１の上方側の端
部と、下側ガイド部材４１の正面側の端部とは、Ｘ方向において同程度の位置に設けられ
ている。このため、下側ガイド部材４１の前方に出た記録用紙Ｐが下方に垂れ下がっても
、記録用紙Ｐが、中間ローラー１８と用紙ガイド部材３１との隙間に入ってしまうことを
防止することができる。
【００４６】
　また、用紙ガイド部材３１の上方側には、上方ガイド部材４０が設けられている。上方
ガイド部材４０は、記録用紙Ｐを上方側から内部に導くための部材である。この上方ガイ
ド部材４０のうち、記録用紙Ｐをガイドする上方ガイド面５１は、背面側から正面側に向
かうにつれて上方から下方に向かうような傾斜角度に形成されている。
【００４７】
　なお、図７～９では、上方ガイド面５１に沿う直線と、下側ガイド部材４１の傾斜部４
２に沿う直線とは、傾斜部４２よりも正面側において交差するものの、傾斜部４２よりも
背面側においては交差しない。それにより、上方ガイド部材４０は、記録用紙Ｐの記録装
置１内への進行を妨げない配置となっている。
【００４８】
　上述の手差し用トレイ２のガイド面４６、下側ガイド部材４１の傾斜部４２、開閉カバ
ー４９の下面部（図示省略）、上方ガイド部材４０の上方ガイド面５１は、手差しガイド
経路５２を構成している。手差しガイド経路５２によってガイドされた記録用紙Ｐがさら
に搬送方向における下流側に進行すると、記録用紙Ｐは、搬送駆動ローラー２２と、搬送
従動ローラー２４との間でニップされる（挟み込まれる）。そして、搬送駆動ローラー２
２の駆動によって記録用紙Ｐは、下流側に搬送され、記録ヘッド１０による記録が実行さ
れる。記録ヘッド１０での記録後、記録用紙Ｐは、用紙排出機構２１によりさらに下流側
に搬送され、不図示の用紙受け部へと排出される。
【００４９】
（手差し用トレイ２の構成）
　次に、図１～図９に加えて、図１０，１１を参照しながら手差し用トレイ２の構成につ
いて説明する。図１０，１１は、記録装置１の手差し用トレイ２部分のみの構成を示すも
ので、内部の構成を説明するために、一部を破断部として示した破断図となっている。図
１０は、短縮状態の手差し用トレイ２を示す図であり、図１１は、延長状態の手差し用ト
レイ２を示す図である。
【００５０】
　図７～図１１に示すように、手差し用トレイ２は、トレイ基板４４と、第１延長トレイ
板５３と、前後移動トレイとしての第２延長トレイ板５４と、左右移動トレイとしての拡
幅トレイ板５５，５５とを有している。上から（記録用紙Ｐの載置側から）順に、トレイ
基板４４、第１延長トレイ板５３、第２延長トレイ板５４、拡幅トレイ板５５，５５の順
で配置されている。トレイ基板４４は、平面視において、前後方向に比べて左右方向が長
い略矩形を呈している。また、第１延長トレイ板５３も、トレイ基板４４と同様に、前後
方向に比べて左右方向が長い略矩形を呈している。第１延長トレイ板５３の前後および左
右の幅は、トレイ基板４４よりもやや小さく、トレイ基板４４の下側に配置されたときに
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、トレイ基板４４により上側を完全に覆われる大きさに構成されている。
【００５１】
　第２延長トレイ板５４は、トレイ基板４４および第１延長トレイ板５３よりも左右方向
の幅が狭く構成されている。第２延長トレイ板５４の前後方向の幅は、トレイ基板４４の
前後方向の幅よりもやや小さく、トレイ基板４４の下側に配置されたときに、トレイ基板
４４により上側を完全に覆われる大きさに構成されている。拡幅トレイ板５５，５５は、
左右に一枚ずつ配置され、後述する移動機構５６により第２延長トレイ板５４の前後方向
への移動にしたがって、第２延長トレイ板５４の下側に収納された状態（図１０等参照）
と、第２延長トレイ板５４から左右に延長された拡幅位置（図１１等参照）とに移動可能
とされている。
【００５２】
　図１２は、図１０示す切断線Ａ－Ａにおける手差し用トレイ２の概略の断面構成を示す
。図１２に示すように、第１延長トレイ板５３は、トレイ基板４４の下側に配置され、第
１延長トレイ板５３の左右の下縁部は、トレイ基板４４に設けられる支持部５７により前
後方向（記録用紙Ｐの搬送方向）にスライド可能に支持されている。したがって、第１延
長トレイ板５３は、全体がトレイ基板４４の下側に配置された収納位置（図１０等参照）
と、トレイ基板４４の後方（記録用紙Ｐの搬送方向後方）に延出する延長位置（図１１等
参照）とに移動することができる。
【００５３】
　また、第２延長トレイ板５４は、第１延長トレイ板５３の下側に配置され、第２延長ト
レイ板５４の左右の下縁部は、第１延長トレイ板５３に設けられる支持部５８により前後
方向（記録用紙Ｐの搬送方向）にスライド可能に支持されている。したがって、第２延長
トレイ板５４は、第１延長トレイ板５３が収納位置に配置されると共に、トレイ基板４４
に対する前後方向の移動範囲の前端に移動させられた状態で、図１０等に示すように、全
体がトレイ基板４４の下側に配置された収納位置に配置される。また、第２延長トレイ板
５４は、支持部５８にガイドされ後方に移動されることで、図１１等に示すように、トレ
イ基板４４および第１延長トレイ板５３の後方に延出された延長位置に移動することがで
きる。
【００５４】
　第２延長トレイ板５４は、前後、左右および上下に壁面部を有し、内部に空間５９が形
成される筐体を呈している。拡幅トレイ板５５，５５は、第２延長トレイ板５４の空間５
９内に配置されている。第２延長トレイ板５４の空間５９内には、拡幅トレイ板５５，５
５の左右方向への移動をガイドするガイド部（図示省略）が設けられている。拡幅トレイ
板５５，５５は、該ガイド部にガイドされ、左右の壁面部６０に形成される開口部６０Ａ
から壁面部６０の外側に突出する拡幅位置（図１１参照）と、空間５９に収納される減幅
位置（図１０参照）とに移動することができる。
【００５５】
（移動機構５６の構成）
　移動機構５６は、第１ラックギア６１と、第１ピニオンギア６２と、第２ピニオンギア
６３と、第１ピニオンギア６２と第２ピニオンギア６３とを連結する伝達手段としての無
端ベルト６６と、左右の拡幅トレイ板５５，５５にそれぞれ設けられる第２ラックギア６
７，６７（図１１参照）とを有する。
【００５６】
　第１ラックギア６１Ａは、ギア部６１が前後方向（記録用紙Ｐの搬送方向）に、ほぼト
レイ基板４４の前後方向の長さに亘って配列されている。第１ラックギア６１の前端部６
１Ｂはトレイ基板４４の下面部に対して固定されている。つまり、第１ラックギア６１は
、第２延長トレイ板５４のトレイ基板４４に対する前後方向の移動に対して固定された位
置に配置されている。トレイ基板４４は、回転軸４７を支持する側方支持部（図示省略）
により回転軸４７を中心として回転することができる。一方、回転軸４７が側方支持部（
図示省略）に支持されることで、前後方向については、記録装置１に対して固定された位
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置に配置されている。つまり、トレイ基板４４に固定される第１ラックギア６１も前後方
向に移動しないように、記録装置１の側に固定されている。
【００５７】
　第１ピニオンギア６２と第２ピニオンギア６３とは、第２延長トレイ板５４の底面板５
４Ａに回転自在に支持されている。第１ピニオンギア６２と第２ピニオンギア６３とは、
第２延長トレイ板５４の左右方向の略中央に前後方向に配置されている。第１ピニオンギ
ア６２と第２ピニオンギア６３とは、両者の間隔ができるだけ広く設定されるように、第
１ピニオンギア６２は、第２延長トレイ板５４のできるだけ前端寄りに配置され、第２ピ
ニオンギア６３は、第２延長トレイ板５４のできるだけ後端寄りに配置されている。第１
ピニオンギア６２および第２ピニオンギア６３は、図１３に示すように、上部にギア部６
４が形成され、下部にプーリー部６５が形成されている。
【００５８】
　左右の拡幅トレイ板５５，５５の互いに対向する側には、それぞれ第２ラックギア６７
，６７が設けられている。左側の拡幅トレイ板５５の第２ラックギア６７は、（左側の）
拡幅トレイ板５５の右端面の前端部に配置されている。右側の拡幅トレイ板５５の第２ラ
ックギア６７は、（右側の）拡幅トレイ板５５の左端面の後端部に配置されている。した
がって、左右の拡幅トレイ板５５，５５が第２延長トレイ板５４に取り付けられた状態で
、左右の拡幅トレイ板５５，５５の各第２ラックギア６７は、互いに前後に入れ違うこと
ができるように配置される。
【００５９】
　第１ピニオンギア６２および第２ピニオンギア６３の各プーリー部６５には、無端ベル
ト６６が掛け渡されている。また、第１ピニオンギア６２のギア部６４には、第１ラック
ギア６１が噛み合っている。また、互いに前後に配置される拡幅トレイ板５５，５５の各
第２ラックギア６７の間には、第２ピニオンギア６３が配置され、ギア部６４に各第２ラ
ックギア６７，６７が噛み合っている。したがって、第２延長トレイ板５４がトレイ基板
４４に対して前後に移動されると、この移動により、第１ラックギア６１に噛み合う第１
ピニオンギア６２が回転する。
【００６０】
　第１ピニオンギア６２の回転は無端ベルト６６を介して第２ピニオンギア６３に伝達さ
れる。拡幅トレイ板５５，５５の第２ラックギア６７は第２ピニオンギア６３に噛み合っ
ている。したがって、第２ピニオンギア６３が回転すると、左右の拡幅トレイ板５５，５
５は、互いに左右の反対方向に移動する。
【００６１】
　図１０に示されるように、第２延長トレイ板５４がトレイ基板４４の前端側に配置され
ている状態（短縮状態／収納状態）では、左右の拡幅トレイ板５５，５５は、第２延長ト
レイ板５４の内部に収納され、壁面部６０から左右の拡幅トレイ板５５，５５は突出して
いない。第２延長トレイ板５４をトレイ基板４４に対して後方に移動すると、第１ラック
ギア６１に噛み合う第１ピニオンギア６２が回転し、無端ベルト６６を介して、第２ピニ
オンギア６３も回転する。第２ピニオンギア６３が回転すると、この第２ピニオンギア６
３に噛み合う第２ラックギア６７，６７が設けられる左右の拡幅トレイ板５５，５５は、
互いに離間する左右方向に移動し、図１１に示すように、拡幅トレイ板５５，５５がそれ
ぞれ壁面部６０から外側に突出する。
【００６２】
　図１１に示される、第２延長トレイ板５４がトレイ基板４４の後端側に配置されている
状態（延長状態）から、第２延長トレイ板５４を前方へ移動すると、第１ピニオンギア６
２および第２ピニオンギア６３は、第２延長トレイ板５４を後方に移動させるときの回転
方向とは反対方向に回転する。つまり、第２延長トレイ板５４を後方から前方へ向かって
移動すると、拡幅トレイ板５５，５５は互いに接近する左右方向に移動する。そして、図
１０に示されるように、第２延長トレイ板５４がトレイ基板４４の前端側に配置されると
、拡幅トレイ板５５，５５は、壁面部６０からが突出しないように、第２延長トレイ板５
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４の内部に収納される。
【００６３】
　図１，９に示すように、短縮状態とされ起立位置Ａに配置されているときの手差し用ト
レイ２の最上位置Ｈ１が、記録装置１の最上位置Ｈ２よりも下側に配置されるように、短
縮状態のときの手差し用トレイ２の長さ、および、回転軸４７の上下方向の取り付け位置
等は設定されている。また、図５，８に示すように、手差し用トレイ２は、第１延長トレ
イ板５３および第２延長トレイ板５４が移動範囲の後端に配置されている延長状態におい
ても、手差し用トレイ２の最上位置Ｈ３が、記録装置１の最上位置Ｈ２よりも下側に配置
されるように、手差し用トレイ２の長さ、回転軸４７の上下方向の取り付け位置、および
、傾斜角度Ｒ等が設定されている。傾斜角度Ｒは、手差し用トレイ２の鉛直線Ｔからの傾
斜角度である。なお、手差し用トレイ２は、図３，７に示すように、第１延長トレイ板５
３および第２延長トレイ板５４が移動範囲の前端に配置されている短縮状態においても、
手差し用トレイ２の最上位置Ｈ４は、記録装置１の最上位置Ｈ２よりも下側に配置される
。なお、最上位置Ｈ２は、記録装置１の天面であっても良く、その他の上方へ向かう突出
部位であっても良い。
【００６４】
（手差し用トレイ２を用いた給紙）
　上述のように構成される手差し用トレイ２を用いて給紙を行う場合の手差し用トレイ２
の取り扱いについて説明する。起立位置Ａに配置され、手差し用開口部３７を塞いでいる
手差し用トレイ２を後方に回転し、トレイ上に記録用紙Ｐを装填することができる図３，
４，７に示す装填可能位置Ｂに回転する。この装填可能位置Ｂは、トレイ基板４４のガイ
ド面４６と、下側ガイド部材４１の傾斜部４２とが連なって、ガイド面４６の傾斜角度と
、傾斜部４２の傾斜角度が同程度となる位置である。
【００６５】
　手差し用トレイ２が装填可能位置Ｂに配置された状態で、記録用紙Ｐを手差し用トレイ
２に装填し、ガイド面４６に沿って記録用紙Ｐを手差し用開口部３７から記録機構部４の
内部に差し込み、搬送駆動ローラー２２と、搬送従動ローラー２４との間にニップさせる
。記録用紙Ｐを手差し用トレイ２に装填する際に、サポート部材４８を記録用紙Ｐの左右
端に接するように移動し、記録用紙Ｐの左右をサポート部材４８によりガイドする。これ
により、記録用紙Ｐの搬送時の斜行を抑えることができる。
【００６６】
　また、記録用紙Ｐの大きさに応じて、第１延長トレイ板５３、または第１延長トレイ板
５３および第２延長トレイ板５４を後方に移動させ、記録用紙Ｐが手差し用トレイ２の後
端を超えて垂れ下がる長さを少なくする。たとえば、記録用紙Ｐの長手方向を前後方向に
向けて手差し用トレイ２に装填する場合には、第１延長トレイ板５３に加えて第２延長ト
レイ板５４を後方に移動させることが好ましい。第１延長トレイ板５３に加えて第２延長
トレイ板５４を後方に移動させることで、より大判の記録用紙Ｐを、手差し用トレイ２の
後端から垂れ下がる長さが少なくなるように装填することができる。第２延長トレイ板５
４が後方に移動されると、移動機構５６により左右の拡幅トレイ板５５，５５が互いに離
間するように左右に移動する。そのため、第２延長トレイ板５４の左右の外側においても
記録用紙Ｐを支持することができ、記録用紙Ｐが手差し用トレイ２から前方に向かって搬
送される際の斜行を抑えることができる。
【００６７】
（実施の形態の主な効果）
　上述のように、記録媒体としての記録用紙Ｐに情報として画像や文字等を記録すること
が記録装置１は、ユーザーが手差しにより記録用紙Ｐを差し込みでき、記録装置１の背面
に形成される手差し用開口部６０Ａと、手差し用開口部６０Ａに差し込む記録用紙Ｐを一
枚ずつ装填することができる手差し用トレイ２と、手差し用開口部６０Ａからユーザーに
よって差し込まれた記録用紙Ｐを記録部としての記録ヘッド１０に導く手差しガイド機構
３９とを備える。そして、図３，６に示すように、第１延長トレイ板５３および第２延長
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トレイ板５４が移動範囲の後端に配置され、延長状態とされた手差し用トレイ２の最上位
置Ｈ４が、記録装置１の最上位置Ｈ２よりも低くなるように、手差し用トレイ２の延長時
の長さ、および、記録装置１に対する上下方向の取り付け角度等が設定されている。さら
に、図６～８に示すように、手差し用トレイ２は、鉛直方向に沿って起立した起立位置Ａ
と、記録用紙Ｐを装填可能な装填可能位置Ｂとに移動可能であり、起立位置Ａにおける手
差し用トレイの最上位置Ｈ１および装填可能位置Ｂにおける手差し用トレイの最上位置Ｈ
３は、記録装置の最上位置Ｈ２よりも低くなるように、手差し用トレイ２の延長時の長さ
、回転軸４７の上下方向の取り付け位置、および、手差し用トレイ２の傾斜角度Ｒ等が設
定されている。
【００６８】
　記録装置１を上述のように構成することで、記録装置１が手差し用トレイ２に記録用紙
Ｐを装填可能な状態にあるときを含めて、記録装置１の配置スペースを小さくすることが
でき、記録装置１の配置場所の制限を少なくすることができる。なお、本実施の形態では
、第２延長トレイ板５４は、支持部５８を介して第１延長トレイ板５３に支持されている
が、第１延長トレイ板５３を備えることなく、トレイ基板４４に対して移動可能に支持す
る構成としてもよい。
【００６９】
　手差し用トレイ２は、トレイ基板４４と、トレイ基板４４の後方側においてトレイ基板
４４に対して前後に移動可能な前後移動トレイ板としての第２延長トレイ板５４と、第２
延長トレイ板５４の左右側において第２延長トレイ板５４に対して左右に移動可能な拡幅
トレイ板５５を有している。
【００７０】
　第２延長トレイ板５４に対して左右に移動可能な拡幅トレイ板５５を備えることで、第
２延長トレイ板５４の左右の外側においても記録用紙Ｐを支持することができる。このた
め、第２延長トレイ板５４を後方に移動させて支持する必要がある大判の記録用紙Ｐの支
持を第２延長トレイ板５４に加えて、その左右の外側においても行うことができ、手差し
用トレイ２から前方に向かって搬送される記録用紙Ｐの斜行を抑えることができる。手差
し用トレイ２が装填可能位置Ｂに配置されているときの最上位置Ｈ３を低くするため、傾
斜角度Ｒをできるだけ大きくする必要がある。傾斜角度Ｒが大きくなるほど、記録用紙Ｐ
に作用する鉛直方向の自重は大きくなる。そのため、記録用紙Ｐの第２延長トレイ板５４
の左右にはみ出た部分は下方に垂易くなり、搬送時の斜行を誘起したり、搬送の抵抗を増
大させる虞がある。しかしながら、拡幅トレイ板５５を設けることで、第２延長トレイ板
５４の左右の外側において記録用紙Ｐを支持し、第２延長トレイ板５４の左右にはみ出た
部分の垂れ下がりを防止することで、搬送時の斜行の誘起や、搬送の抵抗を増大を防ぐこ
とができる。
【００７１】
　手差し用トレイ２には、第２延長トレイ板５４のトレイ基板４４に対する移動位置に対
応した位置に拡幅トレイ板５５，５５を移動させる移動機構５６が備えられている。
【００７２】
　手差し用トレイ２に移動機構５６を備え、第２延長トレイ板５４の移動を拡幅トレイ板
５５，５５の移動に連動させる構成とすることで、拡幅トレイ板５５，５５の移動を簡便
な操作で行うことができる。なお、本実施の形態においては、移動機構５６は、第１ラッ
クギア６１と、第１ピニオンギア６２と、第２ピニオンギア６３と、無端ベルト６６と、
左右の拡幅トレイ板５５，５５にそれぞれ設けられる第２ラックギア６７，６７とにより
構成される。しかしながら、移動機構５６は、かかる機構に限らず、たとえば、第２延長
トレイ板５４のトレイ基板４４あるいは第１延長トレイ板５３に対する位置を光センサー
等の位置検出センサーにより読み取り、第２延長トレイ板５４の位置に応じてモーター等
を駆動し、この駆動により拡幅トレイ板５５，５５を移動させる構成としてもよい。
【００７３】
　移動機構５６は、前後方向にギア部６１Ａが配列され、第２延長トレイ板５４の前後方
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向の移動に対して移動しないように記録装置１の側に固定される第１ラックギア６１と、
第２延長トレイ板５４に備えられ、第１ラックギア６１に噛み合う第１ピニオンギア６２
と、第１ピニオンギア６２よりも後方の位置に配置され、第２延長トレイ板５４に備えら
れる第２ピニオンギア６３と、この第２ピニオンギア６３に第１ピニオンギア６２の回転
を伝達する伝達手段としての無端ベルト６６と、第２ピニオンギア６３に噛み合うと共に
、拡幅トレイ板５５，５５に備えられ、ギア部６７Ａが左右方向に配置される第２ラック
ギア６７とを有する。
【００７４】
　移動機構５６を上述のようにギア部材とベルトというシンプルな機構により、第２延長
トレイ板５４の移動と拡幅トレイ板５５の移動を連動させる構成とすることで、たとえば
、モーター等の電力機器を用いる場合に比べて、消費電力や部品コストの抑制を行うこと
ができる。伝達手段としては、無端ベルト６６の他に、ギア列を用いてもよい。
【００７５】
　第２延長トレイ板５４の左右方向の幅は、トレイ基板４４の左右方向の幅よりも狭く、
第２延長トレイ板５４は、自身の移動範囲の前端に移動させらたときに、自身の後端部が
トレイ基板４４の後端部から突出しない収納位置に移動される。また、拡幅トレイ板５５
，５５の左右方向の幅および移動機構５６の拡幅トレイ板５５の移動量は、第２延長トレ
イ板５４が収納位置に移動したとき、拡幅トレイ板５５，５５が第２延長トレイ板５４の
左右の端部から突出しないように設定されている。
【００７６】
　このように構成することで、第２延長トレイ板５４が収納位置に配置されたときに、拡
幅トレイ板５５，５５が第２延長トレイ板５４内に完全に収容される。そのため、第２延
長トレイ板５４および拡幅トレイ板５５，５５の全体がトレイ基板４４の下側に配置され
る。したがって、手差し用トレイ２を起立位置Ａに配置したときに、手差し用トレイ２の
最上位置Ｈ１を低く抑えることができる。
【００７７】
（記録装置の他の構成）
　次に、他の発明に係る記録装置１００について、図１４，１５を参照しながら説明する
。記録装置１００は、手差し用トレイ１０１の構成が上述の記録装置１の手差しトレイ２
の構成と異なるのみで、他の構成については、記録装置１と同様であるので、同一の符号
を付し、その説明を省略する。
【００７８】
　手差し用トレイ１０１は、第１トレイ１０２と第２トレイ１０３を有する。第１トレイ
１０２は、第２トレイ１０３よりも手差し開口部３７側に配置され、回転軸４７を中心に
して前後に回転させることができる。また、第２トレイ１０３は、第１トレイ１０２の後
端部、すなわち手差し開口部３７から離間する方向の先端部に配置される回転軸１０４を
中心に前後方向（Ｘ－Ｙ平面内）に回転自在に支持されている。第２トレイ１０３は、回
転軸１０４を回転中心とし第１トレイ１０２に対して、第１トレイ１０２の上面側、すな
わち、記録用紙Ｐを支持しガイドする面の側に折り畳んだ収納位置（図１４参照）と、こ
の収納位置から後方に１８０度を超えて回転させられた使用位置（図１５参照）とに回転
可能である。
【００７９】
　図１４に示すように、手差し用トレイ１０１は、第２トレイ１０３が収納位置に回転さ
れた状態で、回転軸４７の周りに前方へ回転し起立位置Ａに移動することができる。この
起立位置Ａにおいて、手差し用トレイ１０１の最上位置Ｈ５が、記録装置１００の最上位
置Ｈ２よりも下側に配置されるように、第２トレイ１０３が収納位置に配置されるときの
手差し用トレイ１０１の長さ、および、回転軸４７の上下方向の取り付け位置等が設定さ
れている。
【００８０】
　また、図１５に示すように、手差し用トレイ１０１は、装填可能位置Ｃに移動され第２
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トレイ１０３が使用位置に回転させられた状態で、手差し用トレイ１０１の最上位置Ｈ６
が、記録装置１００の最上位置Ｈ２よりも下側に配置されるように、第２トレイ１０３の
長さ、傾斜角度Ｒ、および第２トレイ１０３の収納位置から使用位置までの回転角度Ｋ等
が設定されている。
【００８１】
　回転角度Ｋは１８０度を超える角度である。そのため、回転角度Ｋを１８０度とした場
合に比べて、手差し用トレイ１０１の最上位置Ｈ６の高さを低く抑えることができる。つ
まり、手差し用トレイ１０１が起立位置Ａに配置されている状態に加えて、手差し用トレ
イ１０１に記録用紙Ｐを装填可能な状態にあるときも含めて、記録装置１００の配置スペ
ースを小さくすることができる。そのため、記録装置１００の配置場所の制限を少なくす
ることができる。また、回転角度Ｋを１８０度を超える角度とすることで、手差し用トレ
イ１０１の最上位置Ｈ６の高さを低く抑えながら、手差し用トレイ１０１の全長を長くす
ることができ、記録用紙Ｐが手差し用トレイ１０１の後端から手差し用トレイ１０１の後
方に外れてしまう長さを短くすることができる。
【００８２】
　なお、手差し用トレイ１０１には、第２トレイ１０３の回転角度Ｋを規制するストッパ
部１０５が設けられている。図１４に示す収納位置から図１５に示すようにストッパ部１
０５に当接するまで回転させられた第２トレイ１０３の回転角度Ｋは１８０度を超える。
第２トレイ１０３がストッパ部１０５に当接することで、第２トレイ１０３は回転角度Ｋ
に回転された状態が保持される。
【００８３】
　上述の実施の形態では、記録ヘッド１０は、キャリッジ軸２７に沿って移動するキャリ
ッジ２６に設けられている。しかしながら、記録ヘッドは、たとえば記録用紙Ｐの幅方向
に沿って長手に設けられるラインヘッドであっても良い。
【００８４】
　また、上述の実施の形態において、記録装置１の概念には、上述したインクジェット式
のプリンター以外に、レーザープリンターを含めることも可能である。すなわち、レーザ
ープリンターに対しても、本発明を適用可能である。記録装置１の概念には、インク以外
の他の液体（液体そのものや、機能材料の粒子が液体に分散又は混合されてなる液状体、
ゲルのような流動性を有する材質を含む）を噴射したり噴射したりする流体噴射装置を含
むようにすることもでき、そのような流体噴射装置に対しても本発明を適用可能である。
そのようなものとしては、液晶ディスプレイ、ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）ディス
プレイ及び面発光ディスプレイの製造などに用いられる電極材や色材（画素材料）などの
材料を分散または溶解のかたちで含む液体を噴射する液状体噴射装置、バイオチップ製造
に用いられる生体有機物を噴射する流体噴射装置、精密ピペットとして用いられ試料とな
る液体を噴射する流体噴射装置等がある。
【００８５】
　さらに、本発明の記録装置１の概念に含まれるものとしては、時計やカメラ等の精密機
械にピンポイントで潤滑油を噴射する流体噴射装置、光通信素子等に用いられる微小半球
レンズ（光学レンズ）などを形成するために紫外線硬化樹脂等の透明樹脂液を基板上に噴
射する流体噴射装置、基板などをエッチングするために酸又はアルカリ等のエッチング液
を噴射する流体噴射装置、ゲル（例えば物理ゲル）などの流状体を噴射する流状体噴射装
置等がある。
【符号の説明】
【００８６】
　Ｐ　…　記録用紙（記録媒体）　　１，１００　…　記録装置　　２，１０１　…　手
差し用トレイ　　１０　…　記録ヘッド（記録部）　　３７　…　手差し用開口部　　３
９　…　手差しガイド機構　　４４　…　トレイ基板　　５４　…　第２延長トレイ板（
前後移動トレイ板）　　５５　…　拡幅トレイ板（左右移動トレイ板）　　５６　…　移
動機構　　６１　…　第１ラックギア　　６１Ａ　…　ギア部　　６２　…　第１ピニオ
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ンギア　　６３　…　第２ピニオンギア　　６６　…　無端ベルト（伝達手段）　　６７
　…　第２ラックギア　　６７Ａ　…　ギア部　　１０２　…　第１トレイ　　１０３　
…第２トレイ

【図１】 【図２】
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